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地方自治体における 業績測定と報告 
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1  住民の行政参加と 能率の測定 

わが国の地方自治法では ， 周知のごとく ， 

「能率的な行政の 確保を図る」ことを ，その目 

的の一つとして 規定し地方自治体における 行 

政の指導原理を 能率に求めている． そして「能 

率自りな行政の 確保を図る」ために ，地方公共団 

体に対して， その事務を処理するに 当たっては， 

「常にその組織及び 運営の合理化に 努める」こ 

とを要求しているのであ る．すなわち ，地方自 

治の運営は，「一面能率の 高い『安価な 政府 ユ 

の実現を確保し『最少の 経費負担で最大の 効果 

を挙げる行政』であ ることが強く 要請」 1) され 

ているのであ る． 

こうした「行政の 簡素合理 ィヒ ・能率化」の 要 

請は，政令諮問委員会の 答申 ( 昭和 26 年 8 月 ) の 

基本方針 2) においてすでに 表明されているとこ 

ろであ る． 昭和 56 年に発足した 臨時行政調査会 

も，かかる要請を 継承して，「行政の 肥大化を 

防止し，簡素で 効率的な行政」の 実現を行財政 

改革の基本にすえ ，諸般の改革を 実現してきた・ 

また地方レベルでも ，「地方行革大綱」 ( 昭和 60 

年 ) において，事務事業の 見直し組織・ 機構 

の 簡素合理化，給与，定員管理の 適正化， OA 

化等事務改革の 推進など 7 つの重点事項を 掲げ， 

住民の理解と 協力のもとに ， これらを計画的に 

推進することを 要請してきたのであ る． 

さらに「新行革審答申」 ( 平成元年 ) では， 

「 国 ・地方を通じ ，官民の役割分担や 行政サー 

ビス水準の在り 方を見直し国民負担の 増大を 

抑制するとともに ，簡素で効率的な 行政を実現 

していくべきであ る」， とくに「地方行政は ， 

都市化，高齢化等が 進展する中で 多様な行政 

二 一ズに 直面している．官民の 役割分担を見直 

し地方行政として 真に果たすべき 課題に重点 

白 りに取り組むためにも ，行政の効率化，事務・ 

事業の見直し 等を積極的に 進めるべきであ 

る」 3) と主張している． 

もとより， こうした行財政改革を 推進するに 

は ，住民の理解と 協力が不可欠であ る・ しかし 

住民の理解と 協力を得るには ，行政が有限な 資 

源を有効に活用し 緊要な課題に 重点的に取り 

組んでいることを 広く住民に開示して ，行政の 

コストと負担に 関する的確な 現状認識を深めさ 

せる必要があ る． もちろん，行政活動における 

非能率は，増税や 料金等の値上げを 通じて，最 

終的には主権 者であ る住民の財政的な 負担の増 

加をもたらすために ，住民の側でも ，近年， 能 

率 的な行政運営の 確保に対する 関心がしだいに 

高まってきているのであ る． 

しかし残俳ながら ，現行の集権 型行政シス 

テムのもとにあ る財務会計制度，情報公表義務 

制度及び監査委員制度は ， 極めて不備・ 不完全 

であ り，住民の「知る 権 利」を保障する 制度と 

して殆ど機能していないのが 実態であ る 4). と 

くに，利潤の 獲得を主要な 目的としない 行政活 

動の場合には ，営利企業並の 競争原理が働きに 

くく， とかく非能率的に 陥り易 い ために，行政 

活動の効率性や 有効性に関する 情報を適時・ 適 

切に開示することは ， 行 財政改革の推進のみで 



地方自治体における 業績測定と報告 ( 隅田 - 畳 ) (29)  29 

はなく，地域行政の 活性 ィヒ にとっても不可欠な 

ものであ るといえよう． 

ただ先進的な 諸外国の地方公会計においても ， 

行政活動の効率性や 有効性を測定し ，その業績 

評価に役立つ 情報を住民に 報告するという 実務 

は ，その緒にっ い たところであ り，未だ制度と 

して確立されていないのが 現状であ る． その主 

要な理由は，政府の 主要な目標が 質的・非貨幣 

であ り，その活動業績が ，営利企業における 純 

利益または一株当たりの 利益というた ，単一の 

包括的な業績尺度によっては 満足に測定しえな 

い こと， また多様なサービスの 成果を測定する 

ための技法が 十分開発されて い な フトっ たことな 

どに求められ ぅる 5). 
ところが，近年， アメリカでは ，政府が希少 

資源の配分という 厳しい現実に 直面しているこ 

と，納税者，マスコミ ，議員等による 資源の利 

用に関する会計責任の 改善要求が増大している 

こと，公的部門でも 目的別管理及び 総合品質管 

理の採用が非常に 重視されていることなどの 理 

由 6) から，連邦，州及び 地方政府レベルでの 業 

績測定報告の 重要性に関する 認識がますます 高 

まってきているのであ る・ このため， アメリカ 

公会計基準審議会 (GASB) では， こうした情況 

を踏まえて，業績測定報告に 関する積極的な 調 

査研究活動を 展開しすでに ，概念報告書第 1 

号 (C5 第 1 号 ) 「財務報告の 目的」 " Ⅰ 1987 年 ), 

研究報告書「サービスの 提供努力と成果の 報告 

(SEA 報告 ) 」 8)(1990 年 ), CS 第 2 号「 SEA 報 

告」 91(1994 年 ) など，多くの 研究報告書を 公表 

してきたところであ る． 

本稿では，以上のような 現状認識のもとに ， 

住民の行政参加を 促進し監視機能を 充実する 

という見地から ， GASB の研究報告書， CS 第 

2 号， DuquetteandStowelo) の論稿などを 中 

心に，勧告された SEA 指標の内容， SEA の 測 

定 ， SEA 情報の報告等について 考察し SEA 

情報の意義と 限界を明らかにし わが国地方自 

治体への業績測定報告の 導入の可能性を 探るこ 

とにしたひ． 

D  S 三 A 指標の勧告 

GASB の CS 第 1 号では，周知のように ，一 

般目的外部財務報告は ，公式に会計責任を 明ら 

かにすべき政府の 義務の履行を 助け，かっ利用 

者による会計責任の 評価を可能ならしめるため 

に，サービスの 提供努力， コスト及び成果の 評 

価に役立つ情報を 提供すべきであ る 11, と 規定 

した・ しかし当時，州政府等が 公表する財務 

報告は， 当該政府の活動成績に 関する完全な 情 

報を，マネジメント ，議員，市民等に 対して提 

供しておらず ， このため，政府の 業績の適正性 

を十分に評価できないという 問題が情報利用者 

によって提起されていたのであ る 12), そこで， 

GASB は， かかる情況を 改善するために。 

SEA 測定報告の現状を 調査し各々のサービ 

スに対して総合的な 指標を勧告するべく ， 

SEA に関する調査研究を 開始したのであ る． 

この調査研究では ， 12 のサービス分野 ( 大学， 

経済開発，初等・ 中等教育，消防，病院，交通， 

警察，公共援助，保健，道路整備， ごみ収集・ 

処分，上下水圃を 取りあ げ，次のような 事項 

について検討を 行っている 13,. すなわち，。 1) 

SEA 指標のタイプ ， (2)SEA 指標の分解， (3) 

SEA 指標の比較基準， (4 潮明 データ，。 5,SEA 

指標の検証可能性，。 6)SEA 情報の伝達・ 開示， 

(7@ 加 コスト・実行可能性及び 8)SEA データ 

の 利用，利用者の 8 項目であ る・ なお，本調査 

に際しては，州政府等の 包括的年次財務報告書， 

予算書，特別報告書等を 分析・検討し また報 

告書等の内容，情報システム 等について自治体 

の官吏にインタビューを 行い， さらに勧告した 

指標についてサービスの 提供者及び受益者にア 

ンケート調査を 実施している．本節では ，上記 

山及び 2, を 中心に， 上水道業における 調査結 

果 14, ほ ついて，その 概要を明らかにするとこ 

にしたい． 

SEA 指標のタイプ 本調査研究の 主要な目 

標は，業績評価に 役立っ効率性と 有効性に関す 

る客観的で検証可能な 指標を確認することにあ 
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る ・ このため，例えば ，水道事業の 場合には， 

有用性，実行可能性・コスト 及び検証可能性の 

3 つの規準を用いて 指標の選定を 行っている． 

すなわち，回答者がランクづけした 指標のうち， 

有用性と検証可能性が 平均 3 以下 (1 二 非常に 

有用または大いに 検証可能， 7 三有用でないま 

たは検証可能でない ) で， かつ追加コストが 2 

以下 (1 = 道 加 コストなし 3 三多額の追加 コ 

ストが必要 ) の指標について ，更に詳細な 検討 

を 加えている． 

本調査では， SEA の測定に関する 技術は， 

プロバラムの 管理における 指標の利用及び 年次 

報告書の一部として 付き付 U 用 者への報告を 保証 

しうるほど，十分に 展開されているという 結論 

に 達し ， 3 つのタイプの SEA 指標を勧告して 

いる 15). すなわち，サービス 提供努力の指標 

( インプット ), サービス成果の 指標 ( アウト フ 。 

ット ， アウトカム ) 及びサービス 成果に努力を 

関係づける指標 ( 効率性・コスト 一有効性 ) であ 

る・ なお，報告書では ， これらの SEA 指標の 

うち，特にアウトカムと 効率性の報告を 重視し 

ている・ 

インプット指標 特定のサービスまたはプロ 

グラムのために 利用された財務資源・ 非財務資 

源を報告する 指標であ る，例えば，上水道の 場 

合には，活動総コスト ，一世帯当たりのコスト ， 

活動規模を示すパイプラインのマイル 数，浄水 

場 の数及び処理能力，職員の 勤務時間数を 勧告 

している． 

アウトプット 指標 あ るサービスまたはプロ 

グラムによって 生産された単位または 提供され 

たサービスを 報告する指標であ る・例えば， 既 

存の インフラの整備は 水道水の適切な 供給を行 

うための重要な 局面であ り，   ここでは，整備， 

修理及び点検を 行った水道管のマイル 数，修理 

した破損や漏水の 件数，配水， 有収 水及び浄水 

の 総量，新規建設の 水道管のフィート 数などを 

勧告している・ なお，整備プロバラムの 有効性 

は漏水率で測定されうる． 

アウトカム指標 サービスの結果を 報告する 

指標であ る． ここでは，整備プロバラムの 有効 

性に関するアウトカム 指標として，漏水，破損， 

断水に係わる 苦情件数， また水道水の 安全，性や 

水質に関する 指標として連邦及び 州の水質基準 

を充足しなかった 日数，水圧， 味 ，臭い， 危 な 

どに関する 苦 ， 引 A..@ 数を勧告している． 

効率，性及びコスト 一有効， [ 生 指標 アウトプッ 

トまたはアウトカム 単位当たりのコストまたは 

数量を測定する 指標であ る・ ここでは， 目標時 

間内に苦情を 処理するサービス 部門の能力， 

サービスの提供コスト 及びコストの 分析情報を 

提供するために ， 目標時間内に 解決した断水の 

割合，通知した 時間内に修理した 破損， 漏水等 

0 割合及び配水した 100 万ガロン当たりの 浄水， 

送水，貯水等のコストを 勧告している． 

ところで，上水道事業は ，通常，独占状態に 

あ り， またその料金は 一般に原価や 公債約款の 

要件を充足するように 設定されており ，競争を 

通じて利益を 極大化するという 効率性の動機づ 

けは存在しない・ したがって，財務及び 非財務 

的な SEA 測定は，受益者，有権 者及び納税者 

による生産性のレベル ，サービスの 質及び設定 

した料金の適正性の 評価を可能ならしめるため 

に，不可欠なものであ る． また水質等に 関する 

連邦及び州の 規則を遵守するためのコストが 増 

大するにつれて ， SEA の測定は，資源が 経済 

的，効率的及び 効果的に利用されていることを 

保証するために ， ますます重要なものとなって 

いるのであ る 16). 

SEA 指標の分解 分解した SEA データは ， 

単に管轄地域の 全体的なデータを 提示するより 

も 有用であ る・ けだし全体の 平均は，情報利 

用 者にとって有用なかなりの ，情報を開示しない 

と になるからであ る・ しかし，現在，地域別 

の犯罪，火災等のデータの 報告を除き，分解し 

たデータの定期的な 報告は一般的なものとはな 

っていない・ このため， ここでは，業績指標の 

有用性を高めるために ，各指標を顧客のタイプ 

別，利用施設別及び 地域別の 3 つに分解するよ 

う勧告している 17). 
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上水道の場合に ， 最も一般的な 分解の開示 形 

態は ，顧客 別 ( 家庭用，商業用，工業用など ) の 

分解であ る． とくに顧客の 混合上ヒ は ，要求され 

るサービスのタイプやコストに 密接な関連を 有 

するために重要とされる． また施設別の 分解で 

は ，施設利用率 ( 一日配水能力 / 一日平均配水 

量 ) などの能力指標が 用いられる・ これは，施 

設の生産性または 処理能力が著しく 異なる場合 

には，全組織の 中でどの施設が 能力上問題をも 

っ かを，利用者に よ り明確に理解させるのに 役 

立っ． さらに，地域別の 分解は，地域の 特性が 

サービスの質に 影響を与える 場合に有用とされ 

る．例えば，丘陵地域が 平坦な地域に 較べて， 

水圧に関して より 多くの問題を 有する場合， ま 

たあ る地区が他の 地区よりも， 2 0 古く非効率 

なインフラを 有するために ，断水，破損，漏水 

等の発生の可能性が 高 い 場合には， この分解は， 

相対自りなサービスのレベルを 分析するのに 役立 

っ であ ろう   

fmm  S 三 A の測定 

政府レベルでのサービスの 提供努力及び 成果 

の測定報告は。 プロバラムまたは 報告実体の日 

標 ， 目的， ターゲットなどの 達成度を検討評価 

しかっ報告するために ， 茉績 指標を使用するプ 

ロセスであ る． このプロセスには 次のような 6 

つの段階が存在している℡・すなわち ，。   1   咄 

命 等を確認すること ，。   2 喋横 指標を確認するこ 

と，。   3   旧 約 等の達成度を 測定すること ， (4 悌吉果 

を分析すること ， (5 Ⅱ 頃 向や結果の原因を 明らか 

にすること。 及び     6% 古 呆を報告することであ る   

これらの測定報告プロセスのうち。 本節では 使 

北上，。   1 ト・   3 について考察しⅢ 刊   6   旧 次節で 

検討することにする・ 

使命等の確認 業績測定の第一段階は ， プロ 

グラム等の使命， 目標， 目的及びターゲットを 

確認することであ る・ Duquette 等に ょ れば， 

使命とは，報告実体が 存在するための 全体目的 

であ り， これは通常法律で 規定され・るものであ 

る． また目標は使命を 達成するための 一般的な 

計画または全体的な 政策であ り， これは法律や 

行政管理予算局の 方針等で確認され ぅる ， さら 

に目的は目標を 達成するために 設定された特定 

のプランであ り，財貨・サービスを 効果的に提 

供すること，資産を 確実に保全すること 等をめ 

ざしている． そしてターゲットは 目的を達成す 

るために設定された 定量化の段階であ る， 9,. 
例えば，水道事業の 場合には，使命は 公共の福 

祉を維持・増進すること ， 目標は適当な 水圧 と 

最低のコストで 安全な飲料水を 適切に供給する 

こと，そして 目的は現在のインフラを 整備・更 

新すること，適切な 顧客サービスを 提供するこ 

となどであ る．なお， このような使命， 目標， 

目的及びターゲットは 階層をなしており ， しか 

もこの目標レベルの 階層は，対応する 組織レベ 

ルの階層から 引き出されるものであ る・ 

指標の確認 業績測定の第二段階は 業績指標 

を確認することであ る・ Duquette 等は， プロ 

グラムの使命， 目標， 目的及びターゲットの 達 

成度を評価するために ， 目標レベルの 各階層に 

対応する次のような 指標及び尺度を 提唱してい 

る 20 ，．すなわち ，業績指標として ， (1@ インプ 

ット ( プロバラムのために 提供された資源の 数 

量 ), (2) アウトプット ( インプットを 使用して提 

供された財貨・サービスの 数量 ), (3) アウトカ 

ム ( プロバラムによって 達成された直接的な 結 

果の数量 ), 。 4 インパクトⅠプロバラムの 目標の 

達成度合 ) 及び 5) 、 ング   ニフィカンス ( プロバラム 

の目標の達成 傾刷る ， また業績尺度として ， 

(m 効率性 ( アウトプットに 対するインプットの 

上 ヒ率 ), (m@ 効性 ( アウトカムに 対するアウト フ 。 

ット の比率 ), (3 Ⅲ的適合， 性 ( プロバラムのイン 

パクトに対するプロバラムのアウトカムの 比 

率 ) 及び   4@ 続 可能， 性 ( プロバラム便益の 持続期 

間の測定 ) をあ げている・組織レベルと 目標レ 

ベルに対応する 業績指標と尺度の 関係を示せば ， 

第 Ⅰ表のようになる． 

これに対して GASB の CS 第 2 号では，業 

績指標と業績尺度とを 特に区別せず ， SEA 報 

告の構成要素として ， SEA 測定の 3 つの類型， 
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第 1 表 組化レベル と目楳 レベルに対する 指棟と 尺度の関係 

  組織レベル   目標レベル   業績指標   業績尺度   

議会及び行政部 

法律又は命令 

使 命 、 ング ニイ ブ イカンス 持続可能性 

全体目的 目標の達成傾向 便益の持続期間の 測定 

省 ・行政管理予算局 日 中百 下一 インパクト 目白 9 適合性 

TQM . MBO など 一般計画又は 政策 アウトカムによる 達成の程度 インパクトに 対するアウトカムの 比率 

省 ・プロバラムマネージャー 目 白 勺 アウトカム 有効性 
プロバラム計画 目標を達成するための 特定の計画 達成された直接的な 結果の数量 アウトカムに 対するアウトプットの 比率 

  プロバラムマネージャー・ 職員   タ 一ケ " ット   アウトプット   効率性   
プロバラムの 手続き及び実施戦略 目的を達成するための 数量化の段階 提共 される財貨又はサービスの 数量 アウトプットに 付するインプットの 比率 

資料出所 :n.J.Duquetteand  A.M.Stowe. 坤 ・ cit,,p.23   

すなわち，①サービスの 提供努力を測定する 指 は 卒業した学生の 比率，最低の 条件を満たして 

標 としてインプット 指標， (2@ ービス成果を 測 整備された道路のマイル 数によっても 測定され 

走 するものとしてアウトプット・アウトカム 指 るのであ る   

襟度㎝ m 勝力と成果の 関係を測定する 指標とし アウトカム指標は ，サービスの 提供によって 

て 効率性・コスト 一アウトカム 指標を確認、 して 発生する成果または 結果を測定するものであ り， 

いる 21)   例えば， リーディンバにおいて 一定の技能水準 

達成度の測定 業績測定の第三段階は ，業績 を 達成している 学生の上 ヒ率 ， 優 ， 良 または可の 

指標を用いて ，使命等の達成度を 測定すること 状態にあ る道路のマイル 数の比率によって 測定 

であ る・ CS 第 2 号によれば 22), インプット 指 される・ またアウトカムの 測定は，過年度の 結 

漂 は，支出額 / 費用 ( 給料，年金，原材料・ 消耗 果 ，実体が設定したターゲットや 目的，一般に 

口口 @ 契約サービス ，設備などサービスの 提供に 認められた標準などと 比較して提示される 時に ， 

要したコストを 含む ) によって測定されうる． 特に有用なものとなるのであ る・ さらに， アゥ 

例えば，教育のために 支出した金額・ 学生一人 ト カムの測定には ，サービス提供の 結果として 

当たりの教育支出額，道路整備のための 支出 発生する重要な 間接的影響，例えば ，退学する 
額 ・道路整備にかかる 1 マイル当たりの 支出額 学生の割合が 減少した結果，失業率が 減少する 

などがその例であ る． インプットはまた 職員数 といった第 2 次的な影響の 測定が含まれること 

等によっても 測定されうる・ 例えば，教員総 があ る   

数 ・学生一人当たりの 教員数，道路整備作業員 効率性はサービスの 提供努力をアウトプット 

の 総数・道路 1 マイル当たりの 作業員数などの に 関係づける測定であ り， アウトプットの 単位 

測定があ げられる   当たりの利用資源またはコストで 測定される． 

アウトプット 指標は，提供したサービスの 数 例えば， これには進級または 卒業した学生一人 

量 ，例えば，進級または 卒業した学生の 数， 整 当たりのコスト ， 良好な状態に 修理された道路 

備 した道路のマイル 数によって測定される． ア の 1 マイル当たりのコスト 等が含まれる．効率 

ウトプットは ， また一定の質的要件を 充足して 性の指標は，一定のレベルでの 資源の利用によ 

提供されたサービスの 数量，例えば ，事前に決 る アウトプットの 生産情報を提供するものであ 

定 された最低限の 達成基準を充足して 進級また るから，過年度の 結果，内部で 設定した目標 や 
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目的などとと ヒ駁 することにより ，当該実体の 相 

対的な効率，性を 明らかにすることが   可能になる 

のであ る． 

コスト一アウトカムはサービスの 提供努力を 

アウトカムに 関係づける測定であ り，アウトカ 

ふめ 単位当たりのコストで 測定される・ 例えば， 

これには， リーディンバにおいて 一定の技能水 

準を達成した 学生一人当たりのコスト ， 優 ， 良 

または可の状態に 整備された道路 1 マイル 当た 

りの コストなどが 含まれる・この 指標は，マネ 

ージメント，議員及び 住民が提供されたサービス 

の価値を評価できるように ， コストと結果を 関 

係づけるものであ る， 

W  SEA 情報の報告 

結果の分析 業績測定の第四段階は ，分析技 

術または比較基準を 用いて結果を 比較・分析す 

ることであ る・ SEA 情報の利用者は ，報告さ 

れる業績レベルの 良否，良否の 程度及び業績が 

改善されているのか ，悪化しているのか ，あ る 

いは現状維持の 状態にあ るのか， ほ ついて重要 

な関心を有するものであ る・ SEA 報告がこう 

した利用者のニーズに 応えるためには ，単に当 

該 期間の業績を 報告するだけでなく ，業績レベ 

ルの妥当性を 判断し ぅる 情報を提供しなければ 

ならない・そこで ，報告書は，業績レベルの 妥 

当性を判断するための 上 ヒ較 尺度として，次の ょ 

うな基準を勧告している・すなわち ，過年度の 

業績 ( 業績は年度によって 相違するために ， 数 

期間の傾向または 時系列データが 必要となる ), 

期首に設定したターゲットや 目標，類似の 管轄 

地域，承認されうる 業績水準を示す 標準及び 他 

の 地区または管轄地域全体の 平均値との上 ヒ 較で 

あ る 23 Ⅰ． 

例えば，水道事業の 場合には， これらの上 ヒ較 

基準のうち，内部で 設定した標準や 過年度の業 

績との比較 ( 傾向分析 ) が ， 他の基準に較べてよ 

0 合理的で，かっ 実行可能であ るとされる．け 

だし他の自治体との 比較は，統制不能な 地域 

的 特性 ( 例えば，水源への 距離，土地の 自然 構 

造 ，気象条件など ) がコストや業績測定に 重要 

な影響を与えるために ，合理自りな 比較を行 う こ 

とが困難であ るからであ る． また外部で設定さ 

れた標準についても ，連邦・州の 水質基準及び 

15% の漏水基準を 除き，比較及び 有効性の評価 

のために採用し ぅる 全国的な統一基準は 存在し 

ていないのが 現状であ る 24). 

結果の解釈 業績測定の第五段階は ，傾向や 

結果の原因を 確認することであ る． SEA 情報 

は ，単に傾向や 結果を報告するだけではなく ， 

それらの発生原因に 関する説明データの 開示に 

よって，その 有用性を高めることが 可能となる 

のであ る・ そこで，報告書では ， SEA データ 

に関する誤解や 誤用を避け，利用者の 理解をよ 

り 的確なものとするために ，サービスが 提供さ 

れている環境及び 当該サービスの 結果に影響を 

及ぼす要因について ，追加的な説明情報の 提供 

を勧告 25) しているのであ る． 

SEA 報告に含められる 説明情報には ，数量 

情報と叙述情報があ る・前者は，環境や 人口特 

性といった当該実体による 統制不能な要因と 職 

員構成のパターンのような 統制可能な要因に 関 

して数量的な 説明を行うものであ る． これに 対 

して後者は， どのレベルの 業績が報告されてい 

るか，説明要因が 業績に与えると 予想される影 

響及び報告業績を 変更するために 採用された行 

勤は ついて説明するものであ る 26). この情報 

は ，他の管轄地域との 上 ヒ較 または同一地域内の 

類似の構成単位の 上 ヒ 較が報告される 時に，特に 

有意義なものとなるのであ る． 

説明情報は，サービスのタイプにより 異なる 

が， 例えば，水道事業の 場合 27) には，水道水 

の 原価は，水源の 種類，原水の 質，水源から 浄 

水場までの距離及びその 導水の難易度により 重 

要な影響を受けるものであ る， このため， コス 

ト一有効性を 評価するには ，水源の種類，水源 

への距離及び 取水 地 での水質に関する 説明情報 

が不可欠となるのであ る・ また水道事業では ， 

規模の経済性がその 業績に重要な 影響を与える 

ために，給水人口，給水地域の 平方マイル数度 
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第 2 表 ABC 市の上水道手業の S EA 報告株式 案と S EA 指棟 

予算 実績 
1987 1988 1989 1989 

インプット     

活動総コスト ( 単位 100 万 ) $  12.3 $  14.1 $  17.4 $  18.4 

一世帯当たりのコスト $  220 $  255 $  301 $  317 

パイプラインのマイル 数 2,669 2,801 2.900 2,890 

職員の勤務時間数 (1000 時間 ) 228 226 248 260 

浄水場の処理能力 ( 日量 ) 

浄水場 1 (100 万ガロン ) 50 

浄水場 2 (100 万ガロン ) 30 

浄水場 3 (100 万ガロン ) 40 

アウトプット : 

整備した水道管のマイル 数 2.135 2,370 

地区 l 1,281 1,232 

地区 2 854 1,138 

修理した水道管のマイル 数 13 14 

地区 l 9 9 

地区 2 4 5 

点検した水道管のマイル 数 400 429 

地区 ] 267 289 

地区 2 133 140 

新規に建設した 水道管のフィート 数 11,055 8,693 

新規サービス 契約数 45 57 

修理した破損，漏水等の 件数 170 174 

地区 I 92 99 

地区 2 78 75 

有 収率 85.3 85.5 

総配水量 (10 億ガロン ) 27.6 37-7 

総有取水量 (lM 億 ガロン ) 23.6 32.2 

総浄水量 (10 億ガロン ) 27.6 37.7 

用途別総配水割合 

家庭用 66 67.25 

商業用 24 21.6 

工業用 4 4.5 

部局使用分 2 2.8 

学校などの無料 分 2.8 2.5 

漏水分 l.2 2 

ム ロ " ヰ 十 100 100 

アウトカム     

断水に係わる 電話の件数 6,079 5,950 

主要な破損の 件数 400 375 

パイプライン 100 マイル当たりの 

破損，漏水等の 件数 32 29 

地区 1 24 23 

地区 2 8 6 

苦情の件数 

水圧 11 5 

地区 1 8 3 

地区 2 3 2 

味 23 14 

地区Ⅰ 15 9 

地区 2 8 5 
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20.0% 

15.4% 

8.4 

4.O 

20.0 

3.4 

17.6 

臭い 

地区Ⅰ 

地区 2 

色 

地区 l 

地区 2 

その他 
地区 l 

地区 2 

連邦及び州の 水質基準 

を充足しなかった 日数 

第一次 一 健康 

遵守しなかった 理由 

遵守しなかった 日数 

第二次 一 感覚 

遵守しなかった 理由 
効率性 : 

目標時間内に 解決した 

断水の割合 75% 80% 85% 90% 

24 時間以内に修理した 

破損， 漏水等の割合 65% 73% 80% 75% 

配水した ¥00 万ガロン当たりのコスト 

浄水 $226 $230 $230 $245 

送水 $  99 $101 $  99 $103 

貯水 $@ 50 $  54 $  56 $@ 60 
その他 

薬品 $  29 $@ 27 $  28 $  30 

資材及び消耗品 口 $  42 $  45 $  47 $  51 
資料出所 : GASB,Research  Repo 几 Waterand  WaslewaterTrealment, op. Ⅰ i4,,pp.46 円 9   
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変動率 

1987 一 1989 

一 50 ． 0% 

一 33.3 

一 75.0 

一 44.0 

一 71 .4 

50.0 

14.0 

一 20.0 

100 ． 0 

0 

N/A 
0 

N/A 

び 戸別の一日平均給水量について 説明し組織 

の規模を明らかにする 必要があ る． 

さらに，水道水の 供給の適切性は ，需要及び 
給水能力のデータを 調査することによって 評価 

されうるために ，一日最大給水量 ア 一日最大 給 

水 能力，浄水場別の 処理能力，貯水能力等に 関 

する説明データが 要求されるのであ る．特に， 

成長・発展段階にあ る地域では，将来の 給水能 

力は重要な問題であ るため，将来 5 年間の見積 

給水量 / 現在の給水能力といった 指標の開示が 

必要となる． なお， この他の説明情報としては ， 

債務返済の補償上 ヒ率 ( 当期純利益 / 当期 要 返済元 

利合計額 ), 用途別の料金水準及び 総料金 り x 入 / 

総活動費用比率等のデータの 開示が要求されて 

いる・ 

結果の報告 業績測定の最後の 段階は，図表， 

グラフ及び叙述的な 形式により，解説や 分析を 

書くことであ る・例えば， ポートランド 市の 

SEA 報告では，居住者用の 水道料金の都市上 ヒ 

較や居住地域の 安全性に関する 住民の評定率を 

グラフや図表を 用いて報告している 28). 解説 

や分析は，簡潔で 読み易くかつ 読者に大きなイ 

ンパクトを与えるものでなければならない． し 

たがって，今後，図表やグラフなど 読者の視覚 

に訴える業績結果の 提示方法の開発が 一層必要 

となるであ ろう． 

従来， SEA データは，一般に 年次予算書に 

おいて報告され ，年次財務報告書には 殆ど 非財 
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務 情報は含まれていなかった． しかし財務報 
告書に sEA 指標を含めることは ，利用者がプ 

ログラムの妥当性，プロバラムの 質 ，効率性， 

結果等に関する 議論を行う際に 役立ち，会計責 

任を明らかにするための 文書としての 財務報告 

書の有用性を 高めることになるであ ろう． した 

がって，報告書では ， SEA データを包括的年 

次財務報告書に 含めるように 勧告しているので 

あ る 29). 第 2 表は上水道事業における SEA 指 

標の報告様式を 例示したものであ るが， ここで 

は，傾向分析のために 過去 2 年間の非財務指標， 
当年度の予算と 実績情報及び 3 年間の変動率を 

表示している・なお ，説明データは 紙数の関係 

から割愛することにした． 

V  結 び 

行政活動は，営利企業とは 異なり，競争を 通 

じて利潤を極大化するという 効率性の動機づけ 

が 存在しないために ， とかく非能率に 陥り易い   

いうまでもなく ，非能率は，増税等を 通じて最 

終的には住民の 財政的な負担の 増加をもたらす 

ために，住民が 行政運営の能率に 重大な関心を 

もつのは当然のことであ る・ しかも，近年， 希 

少 資源の有効活用や 資源の効率的・ 効果的な利 

用に関する会計責任の 改善要求等の 増大に伴い， 

業績測定報告の 重要性の認識は 一段と高まって 

きているのであ る． しかし行政活動の 場合は ， 

その目標等が 質的・非貨幣的であ るために， 

その業績を純利益等の 単一の包括的な 貨幣白 9 尺 

度によって測定・ 評価することは 困難であ る． 

かくして，政府の 業績をより完全に 評価するに 

は， SEA の測定・報告， すなわち，資源の 取 

待 と利用だけではなく ，提供したサービスのア 

ウトプット・アウトカム 及び資源の利用とアウ 

トプット・アウトカムの 関係についての ，情報が 

不可欠となるのであ る． 

もとより SEA の測定・報告は ， 未だ実験段 

階にあ り，解決すべき 幾 っかの問題点を 苧 んで 

い る．例えば， SEA 情報の利用に 関して， 次 

のような限界が 指摘されている 30). すなわち， 

1 つだけの指標では 業績を適切に 伝達しえない 

こと，業績情報そのものは 業績報告のレベル ， 

業績の改善方法などを 説明しえないこと ， 

SEA 測定にはサービス 提供のために 採用した 

プロセス・戦略の 測定を含まないこと ，現行の 

SEA 指標が目標等の 達成度を測定する 最善の 

指標であ ることを決定しえな い こと，特定の 

サービスに関してはアウトカムを 測定しえな い 

こと，そして 目標等の妥当性や 政策会計責任の 

評価に役立つ 情報を提供しえないことであ る・ 

しかし SEA の測定・報告は ，実験過程を 経 

て，漸次， 精級 化され，体系化されうるもので 

あ る．事実，一部の 都市では， SEA の測定報 

告を実践に移し プロバラムの 合理的な管理， 

公会計責任の 改善，効果的な 業績監査の遂行な 

どすでに一定の 成果をあ げており， またその実 

行可能性も確認されているところであ る， 

これに対して ， わが国では，行政の 指導原理 

を 能率に求め，地方自治体がその 事務処理に当 

たっては，最少の 経費で最大の 効果をあ げ，そ 

の組織及び運営の 合理化に努めるよう 義務づけ 

ているのであ る． しかし わが国の会計，監査 

及び情報公開に 関する諸制度は ， 甚だ未成熟な 

段階にあ り，特に行政活動の 効率性や有効性に 

関しては，住民の「知る 権 利」は全く保障され 

ていないのが 実態であ る． これはまさにわが 国 

における地方民主主義の 遅れを天下に 示すもの 

であ ると いえよう ．地方自治体が 住民の理解と 

協力のもとに ，地方行財政改革を 推進しかっ 

地域行政の活性化を 図るためには ，業績測定報 

告の導入を積極的に 検討しその制度化に 真剣 

に取り組むべきであ る．集権 型行政システム か 

ら 脱却し地域の 個性と主体性を 発揮しうる分 

権 型行政、 ンステムへの 転換が図られようとして 

いるこの時期にこそ ，上記諸制度を 含めて抜本 

的な改革が断行されるべきものと 考える・ 
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